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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

１．安全上のお知らせ：「ＩＤ窃盗に関する注意について」 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

報道等によりますと，偽造した小切手や個人情報（ＩＤ）を使用し，全米 14 州において銀行

などから約200万ドルを詐取した容疑で，ミネソタ州セントポール市を拠点とする詐欺グループ

のメンバーが有罪判決を受けました。詐欺グループの主な手口は，住居や駐車中の車両内，ゴミ

箱，メールボックス等から窃取したクレジットカードや個人情報等を基に偽造の小切手やＩＤを

作成し，店舗において高価な商品やギフトカードを購入し，その後，換金するというものです。 

こうした被害を防ぐためには，情報漏洩を未然に防ぐ対策を講じることが必要です。以下に一

般的な対策をいくつか挙げましたので参考にしてください。 

 

【対策】  

（１）カードの暗証番号は，絶対に他人に知られないようにする。特に入力する際は十分に注意

する。 

（２）車両から離れるときは，必ず貴重品やクレジットカードなどは必ず持って出る。 

（３）飲食店や公共の場では，たとえ一瞬であっても荷物から目を離さない。財布からクレジッ

トカードを抜き出し，データを盗んだ後，カードを返す手口があり，盗まれたことに本人が気付

かない場合もあります。 

（４）カード会社からの明細はもちろん，氏名，住所が書かれた郵便物を捨てる際は，全てシュ

レッダーにかける。ゴミ箱をあさって，個人情報を盗んで転売する犯罪者もいます。 

（５）郵便物を出すときは，郵便局のポストを利用し，確実に投函する。また，自宅の郵便受け

から郵便物が盗まれないように，鍵付きの郵便受けを使用する。  

（６）クレジットカードやデビットカードの明細は，毎月必ずチェックし，不正な利用がないか



確認する。 

 

カード情報や個人情報を様々な手口で盗み出し，悪用するＩＤ窃盗の被害は全米各地で発生し

ていますので，十分お気をつけください。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

２．平成24年度領事サービス向上・改善のためのアンケート調査の実施 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 在シカゴ日本国総領事館では,11月 1日（木）～14日（水）の間，「領事サービス向上・改善

のためのアンケート調査」を実施しています。 

 当館では，これまでに実施したアンケート結果を踏まえ，当館入居ビル駐車場の割引制度導入，

領事コーナーにおける安全対策情報の提供等の改善を行ってきましたが，当館領事サービスの一

層の向上・改善のため，多くの皆様の御協力をお願いいたします。 

 アンケートへの回答は下記ウェブサイトからお願いします。 

http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/enquete.html 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

３．領事出張サービスのお知らせ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 領事出張サービスを下記のとおり実施します。出張サービスでは，在外選挙人名簿登録申請の

ほか，旅券の申請・交付，在留届（変更届），各種証明の申請，戸籍・国籍に関する届出を取り

扱っておりますので，多くの方のご利用をお待ちしております。 

 

＜平成24年＞ 

12月 9日（日） ミズーリ州カンザスシティ 

http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_mo_121209.pdf 

12月 18日（火） ネブラスカ州オマハ 

http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_ne_121218.pdf 

 

また，今後の実施予定は下記のとおりです。具体的な日時・場所につきましては，決定次第，

本メールマガジンでもお知らせしますが，最新の情報をお知りになりたい方は当館ウェブサイト

を定期的にチェックしてください。 

http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_main_j.html#con_ex 

 

＜平成25年＞ 

1月上旬 ミズーリ州セントルイスまたは近郊都市 

1月下旬 インディアナ州インディアナポリスまたは近郊都市 



3月中旬 ウィスコンシン州マディソンまたは近郊都市 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

４．日本関連文化事業のお知らせ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

○ 大阪・シカゴ姉妹都市交流事業（社会福祉カンファレンス）（イリノイ州シカゴ） 

日時：11月16日（金）午前9時～午後3時半 

場所：当館広報文化センター（737 N. Michigan Ave. Suite 1000, Chicago, IL） 

参加費：無料 （ただし，事前登録が必要です） 

シカゴ市と大阪市の姉妹都市交流事業の一環として，大阪から社会福祉関係者がシカゴを訪問

して当地の社会福祉行政について知見を深めるとともに，社会福祉施設の視察や関係者との意見

交換等を行います。その一環として，日米の社会福祉関係者が参加するカンファレンス”Trauma, 

Resiliency, and Kokoro wo Hiraku Social Services Conference”を広報文化センターで開催

することになりました。 

議題など詳細は以下のウェブサイトをご参照ください。また，参加の事前登録もこのサイトで

行うことができますので，社会福祉に関心のある方は是非ご参加ください。 

http://culturalexchange.eventbrite.com/# 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

５．休館日のお知らせ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 11月の当館休館日は毎週土曜日及び日曜日のほか，以下のとおりです。 

11月 12日（月）Veterans Day 

11月 22日（木）Thanksgiving Day 

11月 23日（金）Day After Thanksgiving 

 

休館日には領事窓口，広報文化センター，電話での応対等，通常業務は行っておりません。海

外への渡航などで日本のパスポート（旅券）の発給を申請される場合には，発給まで時間を要し

ますので，現在お持ちのパスポートの有効期間を予めご確認の上，早めの手続きをお願いします。

パスポートを含む当館の領事業務につきましては，下記の当館ホームページをご覧ください。 

http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_main_j.html 

なお，事件・事故に巻き込まれた方，その他緊急の用件のある方は，当館代表電話（312-280-0400）

に電話し，音声に従って操作して頂きますと，緊急電話受付につながります。 

総領事館の休館日は，1 年間の総休館日数が日本国内の公官庁と同数になるよう，米国と日本

の祝日を調整して決めています。2012年の年間休館日をお知りになりたい方は，下記の当館ホー

ムページをご覧ください。 

 http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/about_main_j.html#about_closed 



 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

◆在留状況・連絡先等の変更があった場合◆ 

 在シカゴ日本総領事館では，テロや大規模災害などの緊急事態発生時等に日本人の皆様に直ち

に情報の提供ができるよう，在留届を提出して頂いた方の在留状況・連絡先等の確認を行ってい

ます。転居やご帰国などにより在留届に記載された事項（住所，電話番号，メールアドレス，家

族構成等）に変更があったものの，未だ当館へ変更届を提出していない方は，氏名（漢字および

ローマ字）と生年月日を明記の上，変更事項を当館までご連絡下さい。 

 変更の届出を行っていないと，在留状況等を確認することができず，緊急事態発生時等に当館

から情報の発信が行えませんので，必ず変更の届出を行うようお願いします。 

 

◆パスポートの有効期間をご確認下さい◆ 

 パスポートの申請から交付までには時間を要しますので，日頃から現在お持ちのパスポートの

有効期間をご確認の上，早めの手続きをお願いします。パスポートを含む当館の領事業務につき

ましては，当館ホームページをご覧下さい。 

 http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_main_j.html 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＜受信中止・Ｅメールアドレスの変更＞ 

http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/emailchange.htm  

＜バックナンバー＞ 

http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/backnumber.htm  

＜在シカゴ日本国総領事館＞ 

E-mail: ryoji@japancc.org  

http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/indexjp.html 

Tel: 312-280-0400 

Fax: 312-280-9568 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 


